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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
皆
様
に
謹
ん
で
新
年
の
ご
挨

拶
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
輝
か

し
い
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。

　

数
年
来
、
我
が
国
を
め
ぐ
る
社
会
・

経
済
情
勢
は
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、人
々

の
生
活
格
差
が
増
大
す
る
傾
向
が
強
く

な
る
一
方
、
相
互
の
連
帯
感
の
希
薄
化

の
中
、
孤
独
死
の
問
題
や
、
減
少
し
な

い
自
殺
者
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
、
社
会
的
に
も
無
縁
社
会
、
孤
族

と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
障
害
福
祉
の
分
野
に
お
い
て

は
、「
障
害
者
虐
待
防
止
法
」
の
平
成
24

年
10
月
１
日
か
ら
の
施
行
、
そ
し
て
障

害
者
自
立
支
援
法
に
代
わ
る
新
た
な
法

律「
障
害
者
総
合
支
援
法
」が
制
定
さ
れ
、

平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

戦
後
日
本
の
社
会
福
祉
行
政
は
、
い

わ
ば
、
社
会
福
祉
の
全
て
を
国
が
決
め
、

行
政
措
置
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
近
年
、
市
町

村
福
祉
行
政
が
主
体
的
に
そ
の
市
町
村

の
生
活
課
題
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要

と
す
る
人
を
発
見
対
応
す
る
と
い
う
、

社
会
福
祉
の
構
造
が
市
町
村
を
基
盤
と

し
た
地
域
福
祉
に
移
行
し
、
市
町
村
が

社
会
福
祉
行
政
の
中
心
に
展
開
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
改
革
動
向
は
平
成
23
年
に
成
立
し
た

「
地
域
主
権
一
括
法
」
に
よ
り
、
よ
り
一

層
の
促
進
が
進
展
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
時
期
に
、
と
り
わ
け
障
害

福
祉
の
分
野
に
お
い
て
は
、
姫
路
市
、

市
川
町
、
福
崎
町
、
神
河
町
を
法
人
構

成
市
町
と
す
る
中
播
福
祉
会
は
、
地
域

の
専
門
的
な
拠
点
と
し
て
、
そ
の
役
割

社
会
福
祉
法
人
中
播
福
祉
会
　
　
　
　
　

理
事
長
　
　
山
　
名
　
宗
　
悟

（
神
河
町
長
）

や
機
能
を
一
段
と
発
揮
し
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
も
の
と
認
識

し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
施
設
を
利
用
す
る

方
は
も
と
よ
り
、
地
域
で
生
活
さ
れ
て

い
る
方
々
の
、
レ
ス
パ
イ
ト
や
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
、
相
談
支
援
機
能
や

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
機
能
を
よ
り
充
実
し
て

い
く
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
理
解
し
て

お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
後
、
中
播
福
祉
会
が
経

営
す
る
社
会
福
祉
施
設
や
多
様
な
事
業

が
、「
地
域
福
祉
へ
の
貢
献
」
を
使
命
に
、

先
見
性
を
も
っ
て
、
更
な
る
住
民
と
行

政
の
協
同
の
有
機
的
働
き
を
行
う
障
害

福
祉
の
拠
点
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

法
人
構
成
市
町
の
地
域
福
祉
を
推
進
す

る
原
動
力
に
な
る
も
の
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
地
域
住
民
か

ら
期
待
と
信
頼
を
さ
れ
る
法
人
と
し
て
、

役
職
員
一
丸
と
な
っ
て
邁
進
し
て
い
く

所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

関
係
各
位
の
よ
り
一
層
の
ご
指
導
と

ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と

も
に
、
こ
の
一
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し

て
ご
多
幸
な
年
と
な
り
ま
す
よ
う
祈
念

し
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま

す
。

年
頭
の
ご
挨
拶
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　私の町の障害福祉の窓口で以下のような記事のパンフレットを見たのですが？

　法律の改正によって、平成 24年４月から、ホームヘルプやショートステイ、生活介護、就労支援、施設入
所支援等々、障害福祉サービスを利用される全ての方にサービス等利用計画が必要になりました。
　サービスを利用する人全てにその計画が必要になるのですか？
　これまでは、サービス等利用計画は自分でサービスの利用計画を作ることが難しい利用者に限って認められ
ていたのですが、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大することになりました。
　その理由は？
　障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケ
アマネジメントにより細かく支援するためです。
　全ての障害福祉サービスを利用する人にとっても、その特定相談支援事業者は整備されているのですか？
　現在は、特定相談支援事業者も、そこで計画作成にあたる相談支援専門員も圧倒的に不足しています。平成
24年度から３年をかけて段階的に相談支援体制を整備することになっています。
　急な時にたまにサービスを使うだけだと、別段、特定相談支援事業者の手を借りて、計画作成をすることは
利用者や家族からすれば時間もかかり面倒なことはないですか？
　特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成するだけでなく、セルフプランといって自分で計画を作っ
てもよいので、お住まいの市町に問い合わせをして下さい。
　障害者自立支援法になって、障害福祉サービスを利用するには、市町に障害程度区分認定の申し込みをして、
調査に来られ、障害程度が「区分１」から「区分６」に示され、それによって使えるサービスの種類や量が決
まっていましたが、この部分はどうなるのでしょうか？
　以前と変わらず障害程度区分の認定は必要です。サービスの種類や量が決まるのを「支給決定」といって市
町の担当者は利用者家族と相談して、市町の決めた「支給決定基準」の範囲内で、どのサービスが何時間使え
ますよ、どのサービスが何日使えますよといった内容を記載した「受給者証」を利用者に発行していました。
利用者はそれをもってサービス事業者と契約してサービスを利用することになっています。今回はその支給決
定の前にサービス等利用計画が必要になってきます。
　サービス等利用計画の作成の流れのもう少し具体的なことは？
　サービス等利用計画の作成にあたっては、特定相談支援事業者の相談支援専門員が、ご本人の状況や意向な
どをお聞きし、本人の課題の解決や適切なサービス利用に向けた計画を作ることになっています。それをもと
に、市町は「支給決定」をし「受給者証」を発行するという流れになります。
　相談支援専門員は、本人の状況や意向を聞いて計画を作ってもらえるとのことですが、障害程度区分によっ
て使えるサービスの種類や時間や日数については、本人の意向に添って使えるようになるのですか？
　相談支援専門員は「支給決定」の前にサービス等利用計画を作成するのですが、市町の「支給決定基準」の
範囲内で基本的には計画作成をすることになります。しかし利用者の置かれた状況によっては柔軟に対応して
もらえることも多くありますので、相談支援専門員にどんなことでも相談して
下さい。
　市町の「支給決定基準」の範囲内でサービス等利用計画を作成してもらえる
とのことですが、どの地域でもサービス資源は十分とは言えないと思うのです
が？
　確かに、どの地域でも障害のある方の地域生活を支えていく上での、特別支
援学校等卒業後の進路（福祉や就労）、居宅介護、居住の場、緊急やレスパイ

香翠寮相談支援事業所の窓口から
～サービス等利用計画理解のためのQ＆A～

Ｑ 1

Ａ

　サービス等利用計画作成の対象者を拡大（平成 24 年４月１日～）
　障害福祉サービスを利用するにあたって、特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画が必要と
なります。同計画作成の対象者を障害のある人すべてに平成 26 年度までに段階的に拡大します。詳しく
は障害福祉課へお問い合わせください。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｑ 2

Ｑ 3

Ｑ 4

Ｑ 5

Ｑ 6

Ｑ 7

Ｑ 8

Ｑ 9
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トのための短期入所や日中支援の場等々サービス資源だけに限っても多くの
課題はあります。現在どの地域にも「自立支援協議会」があります。相談活動
等で見えてきた地域の課題を共有して地域の支援レベルをステップアップす
るためにも法律に位置付けられた重要な協議会です。地域資源の開発・改善の
取り組みの足場となるものであり、その機能が発揮されることが大切です。
　今までは、複数のサービス事業所をどのように利用するかの組み立てをする
場合、事業内容の理解や電話連絡、訪問等で本人や家族の負担も大きかったと
思いますが？
　今までも、サービス利用のための情報提供や事業所間の調整等多くの部分
を、相談支援専門員がコーディネートしていましたが、今回、サービス等利用
計画が前提になる二―ズの聞き取りをさせてもらいますので、その分の負担は
今まで以上に軽減すると思います。困っていること、気になること何でも相談
してください。
　また、サービス利用が始まっても、相談支援専門員は利用者の受給者証に書
かれた期間で、モニタリングといって本人や家族の思いを聞いたりといった状
況確認もしながら計画の変更・調整もすることになっています。
　相談支援専門員に話を聞いてもらう中で、自分のサービス等利用計画はどう
イメージすればいいのですか？
　どんな生活をしたいか、どんなことがしたいのかが決まったら、どんなサービスや支援の力を借りれば、そ
の生活の実現に近づけるのかを考えてもらえますし、その時に色々な支援の仕組みや、サービス事業所の情報
も相談支援専門員から提供してもらえます。
そして、相談支援専門員があなたとの相談により、一週間の生活スケジュールを立ててもらうと、どんな暮ら
しになるかイメージもわいてくると思います。
　サービス等利用計画作成の費用は？
　サービス等利用計画作成にかかる費用は、全額公費負担となりますので、自己負担はありません。
　ところで、香翠寮相談支援事業所でサービス等利用計画は作ってもらえますか？
　はい、香翠寮相談支援事業所は特定相談支援事業所でもありますので、このサービス等利用計画を作成して
おります。また、児童支援利用計画、地域移行支援や地域定着支援も実施できる事業所の指定を受けております。
　相談支援事業の体系は理解しにくいのですが、具体的に障害者自立支援法による相談支援はどのように規定
されているのですか？
　障害者自立支援法では相談支援に関し、具体的な内容として２つを規定しています。
　１つめは、市町村の事業としての「地域生活支援事業」のメニューとして、地域で暮らす障害のある方やそ
のご家族からの相談に応じ、情報提供や助言、サービス利用や、虐待の防止や早期発見等の事業所間の調整等
を総合的・継続的に実施するもので、いわゆる「一般的な相談」と言われているものです。
　２つめは、「サービス利用計画作成費の個別給付」で、今回のQAのテーマである、サービス等利用計画を
作成するものです。
　香翠寮相談支援事業所は、この上記の２つの相談支援事業に関してはどのような位置づけなのでしょうか？
　実施地域を姫路市・市川町・福崎町・神河町として、現在、上記２つの相談支援事業を実施しています。相
談支援事業に関して詳しいことは、もよりの市町の障害担当窓口や相談支援事業者にお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※サービス等利用計画に関すること、相談支援事業に関すること。ご本人やご家族の不安や悩み、困っている
ことなど、障害のある方が地域で安心して生活ができることを願って、地域の身近な相談窓口として活動し
ています。どんな小さなことでもお気軽にご相談下さい。相談は無料です。電話、FAX・Eメールでも相
談を受け付けております。

お問い合わせ：香翠寮相談支援事業所　　電話（079）232 － 6151　　　FAX（079）232 － 7250
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eメール：fukushi@giga/ocn.ne.jp

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｑ 10

Ｑ 11

Ｑ 12

Ｑ 13

Ｑ 14

Ｑ 15

入浴を手伝って
ほしいな！

働きたいけど
自信がないな！

映画に

行きたい
な！
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い
ち
か
わ
園
は
、
平
成
22
年
10
月
１
日
か

ら
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
き
、
通
所
授

産
施
設
か
ら
多
機
能
型
事
業
所
に
移
行
し
ま

し
た
。
そ
し
て
生
活
介
護
事
業
と
就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

定
員
は
、
生
活
介
護
事
業
28
名
と
就
労
継

続
支
援
Ｂ
型
事
業
12
名
の
合
計
40
名
で
す
。

　

移
行
前
は
、
35
名
定
員
の
授
産
施
設
で
し

た
が
、
施
設
利
用
の
希
望
等
も
多
く
定
員
を

５
名
増
や
し
て
40
名
定
員
に
し
ま
し
た
。

　

新
体
系
移
行
に
当
た
っ
て
は
、
重
度
の
障

害
を
持
た
れ
た
方
も
多
か
っ
た
為
に
生
活
介

護
事
業
と
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
に
移
行

し
て
い
ま
す
。
各
事
業
の
違
い
を
事
前
に
利

用
者
・
保
護
者
に
説
明
し
、
移
行
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
基
に
、
利
用

者
さ
ん
の
障
害
の
程
度
も
考
え
、
個
別
相
談

も
実
施
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
と
契
約
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

利
用
者
支
援
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
一
人

ひ
と
り
に
合
っ
た
『
場
』
を
提
供
し
、
一
人

ひ
と
り
が
役
割
を
持
ち
、
社
会
参
加
が
行
え

る
よ
う
な
、
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
事
業
所
に
な

る
よ
う
職
員
が
誠
意
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

生
活
支
援
で
は
日
常
生
活
の
介
助
の
場

（
ト
イ
レ
・
食
事
等
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
）、
日
中
活
動

の
場
（
音
楽
・
歩
行
・
ゲ
ー
ム
・
ダ
ン
ス
・

ス
ポ
ー
ツ
・
ド
ラ
イ
ブ
等
）、
創
作
活
動
の

場
（
絵
画
・
ち
ぎ
り
絵
・
書
道
等
）、
生
産

活
動
の
場
（
業
者
作
業
・
手
芸
・
ビ
ー
ズ
・

ス
ト
ラ
ッ
プ
・
紙
す
き
等
）
の
提
供
と
個
々

の
障
害
特
性
に
合
っ
た
場
と
環
境
（
治
具
の

活
用
・
仕
切
り
板
の
利
用
等
）
を
確
保
し
て

い
ま
す
。

　

就
労
支
援
で
は
、
利
用
者
一
人
ひ
と
り
の

障
害
特
性
に
配
慮
し
た
授
産
活
動
を
行
い
、

作
業
能
力
の
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
社

会
自
立
を
目
指
す
事
か
ら
も
、
施
設
外
作
業

（
除
草
）
も
取
り
入
れ
、
就
労
に
必
要
な
作

業
体
験
も
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
23

年
度
は
１
名
の
利
用
者
が
一
般
就
労
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
他
に
も
健
康
管
理
や
相
談
及
び
援
助

の
場
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
利
用
者
支
援
に
あ
た
っ
て
は
、

個
別
の
目
標
や
前
述
の
内
容
等
も
盛
り
込
ん

だ
具
体
的
な
個
別
支
援
計
画
が
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
、
利
用
者
お
よ
び
家
族
の

意
向
と
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
る
た
め
に
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。
そ
し
て
利
用

者
一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ

せ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
図
り
ま
す
。
そ
し
て

心
身
の
健
康
を
維
持
し
、
日
中
活
動
、
働
く

こ
と
や
様
々
な
活
動
を
通
じ
て
幅
広
い
生
活

が
送
れ
る
よ
う
に
計
画
し
、
説
明
し
て
実
施

し
て
行
き
ま
す
。
６
カ
月
後
に
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
を
実
施
し
て
個
別
支
援
計
画
の
進
捗
状
況

の
確
認
や
見
直
し
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
よ
り
一
層
利
用
者
ニ
ー
ズ
を
深

め
、個
別
支
援
計
画
の
短
期
目
標
を
達
成
し
、

長
期
目
標
が
達
成
出
来
る
よ
う
に
地
域
関
係

機
関
と
連
携
し
な
が
ら
達
成
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
い
ち
か
わ
園
　
　
福
　
田
　
典
　
彦

い
ち
か
わ
園
で
の

　
　
　
　
　
個
別
支
援
に
つ
い
て

神河町河川公園除草作業の様子

創作活動：ちぎり絵の制作風景

利用者作品：ちぎり絵
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香　翠　寮

トピックス

クリーンキャンペーン

　香翠寮の隣には香寺町総合公園があります。毎
朝の散歩やグランドゴルフ等の余暇活動でお世話
になっています。そこで、落ち葉の季節にはお礼
と感謝をこめて、落ち葉が多い並木坂道の落ち葉
拾いに出かけています。

い ち か わ 園

いちかわ園ゆめさき分園

安芸で秋を満喫！！

　12月 7日～ 8日にかけて､ 保護者同伴で利用
者の希望の広島へ行って来ました。7日は安芸の
宮島の厳島神社､ ホテルでのバイキングに舌鼓を
打ち､ 翌 8日は大和ミュージアムで日本の歴史
と平和の大切さ認識しました。みなさん色々な思
い出と親子の絆を深める有意義な旅となりまし
た。

保護者同伴一泊旅行

　昨年の 11 月 21 日～ 22 日にかけて三重県なば
なの里をメインに保護者同伴一泊旅行に行ってき
ました。なばなの里のイルミネーションはとても
きれいで歓声があがっていました。しかも、点灯
式の大役をいちかわ園利用者が務め、大変思い出
深い旅行になったことと思います。今回の旅行は
保護者の方と一緒に旅行に行けた利用者の笑顔が
とても印象的であり、旅行後は楽しかった思い出
話に花が咲いていました。
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　障害のある方と共に楽しみ、共に歩めるヘル
パーさんを募集しています。（現在、姫路市香
寺町・夢前町・船津町、神崎郡市川町・福崎町・
神河町を中心に活動）
資　格　2級ヘルパー以上、介護福祉士資格が
　　　　あれば尚可　　※要普通免許
サービス提供内容　家事援助・身体介護・移動支援
　※土・日・祝日に障害のある方の外出をサポー
トしていただける方大歓迎！

　※週 1回、1時間からでもOK！
時　給　950 円（土・日・祝 1,200 円）
連絡先　香翠寮居宅介護事業所
　　　　　　　☎（079）232 － 6151

募 集 登録ヘルパー

　９月 27 日に香翠寮で法人 3施設の利用者と
職員の基本健診を行いました。香翠寮で行うの
は今年で 2回目です。ＪＡ厚生連の方に来てい
ただき実施しました。施設での健診は、慣れた
環境ということで、利用者さんはリラックスし
て和やかな雰囲気でした。
　また自分のペースで受けられるので、以前は
採血ができなかった利用者さんも個室を利用す
るなどして検査できました。

【第二種社会福祉事業】
・就労継続支援B型事業　定員 20名

【地域生活支援事業】
・日中一時支援事業　   　 定員   4 名

【いちかわ園ゆめさき分園】
　〒671－ 2103
　兵庫県姫路市夢前町前之庄 2203－1
　（Tel）（079）337 － 5037
　（Fax）（079）337 － 5039
　E-mail：ysb5037@luck.ocn.ne.jp

【第一種社会福祉事業】
（障害者支援施設）
・施設入所支援事業（夜間）定員 30名
・生活介護事業（日中）　　定員 35名
【第二種社会福祉事業】
・居宅介護・重度訪問介護事業
・短期入所事業（泊）　　 　定員  4 名
・相談支援事業
・移動支援事業
【地域生活支援事業】
・日中一時支援事業　 　　 定員  5 名

【香翠寮】
　〒679－ 2163
　兵庫県姫路市香寺町土師 365－1
　（Tel）（079）232 － 6151
　（Fax）（079）232 － 7250
　E-mail：fukushi@giga.ocn.ne.jp

【第二種社会福祉事業】
（多機能型事業所）
・生活介護事業　　　　　  定員 28名
・就労継続支援B型事業　 定員 12名

【地域生活支援事業】
・日中一時支援事業　　　  定員  ７名

【いちかわ園】
　〒679－ 2315
　兵庫県神崎郡市川町西川辺 462－1
　（Tel）（0790）26－ 2184
　（Fax）（0790）26－ 2572
　E-mail：ikn2184@maple.ocn.ne.jp

い ち か わ 園香 翠 寮 いちかわ園ゆめさき分園

クロスの張り替え

　香翠寮は、設立 30 年を超え、色んな所
を修理するようになってきており外観を
損なっていた老朽等のクロスを綺麗にし

ていただきました。施設内が明るく蘇りました。写真で
お見せできないのが残念ですが、利用者の皆さんも綺麗
になったと喜んでおられます。ありがとうございました。

いちかわ
園

いちかわ園ＡＥＤ設置

　いちかわ園にＡＥＤを設置しました。
これにより、法人３施設全てにＡＥＤを

設置することが出来まし
た。いついかなる時も対
応出来るように地域の方
にも周知を図り、利用者
並びに地域の方の安心安
全を提供していきたいと
思います。

財団法人姫路十字会よりのご寄付

低反発マットの導入

　低反発マットを購入
しました。利用者の室
内での体操時に活用し
ています。利用者のみ
なさんの体力作りに役
立っています。ありが
とうございました。

ゆめさき
分園

利用者の基本健診を行いました

香翠寮


